
酒　類　行　政　機　構　図

（任　務 ）　　

酒 税 課
○　局・署の運営
○　業界指導 （酒類業中央団体）
○　他省庁との連携・調整等

鑑定企画官 ○　局（鑑定官室）の運営
○　業界に対する技術的な指導等

○　表示基準等の審議

酒 税 課 ○　署の運営

酒 類 業
調 整 官

○　業界指導 （組合・連合会等）

統 括 国 税
調 査 官

○　製造場等の調査

鑑 定 官 室
○　酒類等の分析・鑑定
○　製造技術の指導
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酒類指導官
○　製造場等の調査・指導
○　販売業者の調査・指導
○　単位組合の指導

○　酒類に関する研究
○　酒類に関する情報提供等

※　庁・局・署を通じて、酒類業の健全な発達に取り組んでいる

独 立 行 政 法 人
酒 類 総 合 研 究 所
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○　酒類総合研究所との連携・
　　調整等


